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議案第６３号 

小田原市手数料条例の一部を改正する条例 

小田原市手数料条例（平成１２年小田原市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第２４条中第１３号を削り、第１４号を第１３号とし、第１５号から第２１号までを

１号ずつ繰り上げる。 

第２５条第１項中「同条第２０号」を「同条第１９号」に改め、同条第３項中「前条

第１６号」を「前条第１５号」に改め、同条第４項中「前条第１７号」を「前条第１６

号」に改め、同条第５項中「前条第１８号」を「前条第１７号」に改め、同条第８項中

「前条第１９号」を「前条第１８号」に改める。 

第２６条中「第２４条１７号」を「第２４条第１６号」に改める。 

第２７条中「第１４号」を「第１３号」に改める。 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。 

令和 ３ 年 ９ 月 １ 日提出 

小田原市長 守 屋 輝 彦 

（理由） 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部改正

され、個人番号カードの発行に係る手数料を徴収する主体が地方公共団体情報システム

機構となったことに伴う所要の整備を行うため提案するものであります。 


